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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成２１年１２月９日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時１３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 藤浦雅彦  委　　員 大澤千恵子

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 森内一蔵  委　　員 原田　平

委　　員 野口　博

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室長　羽原　修 同室参事　吉田和生 政策推進課参事　中村実彦

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局参事　池上　彰

１．審査案件

　議案第４９号　平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第６号）所管分
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（午前１０時００分　開会）

○木村勝彦委員長　ただいまから駅前等

再開発特別委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　師走、何かとお忙しいところ、本日は、

駅前等再開発特別委員会をお持ちいただ

きまして、大変ありがとうございます。

　本日の案件は、過日の本会議で当委員

会へ付託されました、平成２１年度の摂

津市一般会計補正予算の所管分について

ご審議をいただきますが、何とぞ慎重審

査の上、ご可決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いします。

○木村勝彦委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、渡辺委

員を指名します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○木村勝彦委員長　再開いたします。

　議案第４９号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　羽原市長公室長。

○羽原市長公室長　それでは、議案第４

９号平成２１年度摂津市一般会計補正予

算（第６号）のうち、第２条の繰越明許

費についきまして補足説明を申し上げま

す。

　補正予算書４ページの第２表、繰越明

許費をご覧ください。

　今回上程しております内容は、款２、

総務費、項１、総務管理費、事業名、コ

ミュニティプラザ整備事業にかかる経費

２億５，８２６万３，０００円につきま

して、繰越明許をお願いするものでござ

います。この経費の内訳といたしまして

は、舞台機構および音響、映像設備など

にかかる工事費１億８２６万３，０００

円とその他の備品購入に必要な経費１億

５，０００万円でございます。

　現在、来年５月の竣工、７月の開館を

目指して本体工事が進んでおりますが、

（仮称）コミュニティプラザ複合施設に

設置すべきものの内、市が整備すべき設

備や備品等につきましては、本体工事の

進捗に合わせた設置等が必要になること

から、本予算の繰越をお願いするもので

ございます。

　以上、コミュニティプラザ整備事業に

関わります繰越明許費についての補足説

明とさせていただきます。

○木村勝彦委員長　説明が終わり質疑に

入ります。

　原田委員。

○原田平委員　先ほど公室長から説明を

いただきましたが、この繰越明許費に関

わりまして竣工が７月ということであり

ます。そういった段階で、備品購入等に

ついては若干余裕もあろうかと思います

が、舞台装置等の問題について入札をさ

れるのですけれども、そういった取り組

みはこの年度内を含めて、どのようになっ

ていくのかお尋ねいたしたいと思います。

○木村勝彦委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　備品は施設の状況

に応じて順次購入して納品していくとう

いことになってまいります。舞台機構に

つきまして、材料は基本的にはすべてオ

プションとなりますので、舞台機構の吊

り物、そして音響関係は現在すでに発注

しております。その発注の中で、当然現

場サイドとスケジュールを調整しながら、

いつ吊り物を納入するか調整に入ってお

ります。ただ、今現在の吊り物の時期で

ございますが、舞台機構の部分は上の吊
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り棚ができないと吊り物が吊れないとい

うことになりますので、今確認しており

ますのは大体３月末か４月には吊り物関

係が入れられるであろうということを聞

いております。

　あと、音響関係につきましては、壁が

できて配線関係が可能な時になりますの

で、その辺りになりますと大体４月末頃

に装置が入れられるであろうと思います。

ただし、音響になりますと、ケースボッ

クスの中に音響関係の器具、例えばＣＤ

であるとかビデオとかいろんなものが装

置と一体のものとして整備されてきます

ので、その分は工場で生産に入るという

段階で協議に入っております。どちらに

しましても、舞台機構というのは、逐一

現場の状況とスケジュール管理の中で、

計画的に設備を導入していくということ

になろうかと思っております。最終的に

は、４月中には概ね完成であろうという

ふうになりますが、できるだけ早めに、

我々としましてはきょうお願いしており

ます繰越明許をお願いしておきたいとい

うことで今回あげさせていただいという

経過でございます。

○木村勝彦委員長　原田委員。

○原田平委員　そうすれば、２１年度内

での執行がかなりこの中にあるというこ

とですね。それを踏まえて繰越明許をす

るということでありますが、事業のこと

でございますし、莫大な費用ということ

でもありますし、発注できるものは年度

内にということであろうかと思いますけ

れども、年度内執行もあり得るというこ

とですね。その辺をもう少し説明をいた

だきたい。

○木村勝彦委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　年度内執行は工事

の関係の執行は基本的にやっていきたい

と思っております。今から具体的に調整

に入るんですが、外構のところに看板や

いろんなものが次の段階で入ってまいり

ます。今どういうような中身を表現して

いくのかということを、案内板につきま

してもコンサルと協議をいたしておりま

して、その部分がまだ発注できていない

段階でございます。それは、年明けには

整理して発注できるようなえづらのなか

で発注していきたい。年度内発注という

形でまだ残っております。

　それともう１点は、防犯カメラにつき

ましても、現在、現場サイドでどの場所

に付けることが可能かということを設計

担当と今協議を進めながら、どの角度が

一番望ましいか、そこにどういう形で補

強しておいてもらうか、という協議を今

いたしております。その中で概ねまとま

りましたら、できれば年明け早々に発注

していきたいと思っております。カメラ

の設置につきまして今検討しております

のが、できるだけ市内の企業に発注した

いということで、細かくなりますけれど

も市内発注ができるものとディーラーで

ないと無理なものを分けながら、できる

だけ地元の方々に協力をいただきながら

発注していきたいと思っております。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　先ほど看板の費用も入っ

てますとおっしゃっていましたけれども、

銘板とか建物の名称のものも多分この費

用の中に入っていると思うんですが、建

物の名称はもう決まったのか、またこれ

からどうやって決めていかれることにな

るのか教えてください。

○木村勝彦委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　名称は基本的にま

だ決まっておりません。名称が決まるの

が、来年の第１回定例会でご意見を賜る

時間をいただきますけれども、実は条例

で正式名称を定めていくことになろうか
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と思います。

　ただし、以前も他の委員から愛称は募

集しないのかというご質問がございまし

たが、我々としては、できれば市民の方々

に愛着をもっていただけるような愛称を

公募していきたいと思っております。た

だ、全体のイメージが皆さん方に伝わり

にくい部分もございます。今、全体のイ

メージ図が、企業の協力をいただいてで

きてきておりますので、それをいろんな

形で公表しながら皆さんに印象をお持ち

いただいて、愛称募集をしていきたいと

思っております。基本的には、正式な名

称は条例で定めることになろうかという

ふうに考えております。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１０時１１分　休憩）

（午前１０時１２分　再開）

○木村勝彦委員長　休憩前に引き続いて、

再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第４９号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村勝彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　以上で本委員会を閉会いたします。

（午前１０時１３分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

　駅前等再開発特別委員会

　委員長　　木　村　勝　彦

　駅前等再開発特別委員会

　委　員　　渡　辺　慎　吾
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